
予 算 決 算 委 員 会 （ 全 体 会 ） 記 録  

[後 期 全 体 会 ] 

１  日 時   令 和 ６ 年 ６ 月 ２ ５ 日 （ 火 曜 日 ）  

 

開  会       午 後 １ 時 ０ ６ 分  

閉  会       午 後 １ 時 １ ２ 分  

 

２  場 所   議  場  

 

３  出 席 委 員   ３ ４ 人  

委 員 長    成  田  光  雄  

副 委 員 長    泉    英  之  

委 員    金  岡  貴  裕  

 〃      藤  田  克  樹  

 〃      柏    佳  枝  

 〃      飯  山  勝  彦  

 〃      織  田  伸  一  

 〃      澤  田  和  秀  

 〃      高  原    譲  

 〃      田  辺  裕  三  

 〃      豊  岡  達  郎  

 〃      吉  田    修  

 〃      久  保  大  憲  

 〃      松  井  邦  人  

 〃      金  谷  幸  則  

 〃      岡  部     享  

 〃      舎  川  智  也  

 〃      押  田  大  祐  

 〃      江  西  照  康  

 〃      髙  田  真  里  

 〃      髙  道  秋  彦  

 〃      東      篤  

 〃      大  島    満  

 〃      谷  口  寿  一  

 〃      松  尾    茂  

 〃      尾  上  一  彦  

 〃      橋  本  雅  雄  

 〃      松  井  桂  将  



委 員    村  石    篤  

 〃      金  厚  有  豊  

 〃      鋪  田  博  紀  

 〃      高  田  重  信  

 〃      赤  星  ゆ か り  

 〃      柞  山  数  男  

 

 

４  欠 席 委 員   ０ 人  

 

 

5 地 方 自 治 法 第 １ ０ ５ 条 の 規 定 に よ り 出 席 し た 者  

議 長    横  野    昭  

 

６  職 務 の た め に 出 席 し た 者  

 

  【 議 会 事 務 局 】  

議 事 調 査 課 長       鳥  取  則  子  

議 事 調 査 課 長 代 理     酒  井    優  

議 事 調 査 課 議 事 係 長    土  方  智  樹  

議 事 調 査 課 主 任      澤  井    将  

議 事 調 査 課 主 任      江  部  な な 恵  
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７  会 議 の 概 要  

 

委 員 長    た だ い ま か ら 、 予 算 決 算 委 員 会 を 開 き ま す 。  

 本 日 の 審 査 日 程 は 、 お 手 元 に 配 付 の と お り で あ り ま

す 。  

こ れ よ り 、 各 分 科 会 長 の 報 告 を 求 め ま す 。  

ま ず 、 松 井 総 務 文 教 分 科 会 長 。  

 

総務文教分科会長 総 務 文 教 分 科 会 で の 審 査 に つ き ま し て 、 御 報 告 い た

し ま す 。  

 当 分 科 会 で は 、 送 付 さ れ ま し た 予 算 案 件 ２ 件 、 そ の

他 の 案 件 １ 件 の 審 査 を 行 い ま し た 。  

 以 下 、 審 査 の 概 要 を 申 し 上 げ ま す 。  

 議 案 第 １ ０ ８ 号 中 、 教 育 委 員 会 所 管 分 の （ 重 文 ） 旧

森 家 住 宅 耐 震 対 策 事 業 （ 土 蔵 工 事 ） に つ い て 申 し 上

げ ま す 。  

委 員 か ら 、 令 和 ６ 年 能 登 半 島 地 震 を 受 け 、 重 要 文 化

財 で あ る 旧 森 家 住 宅 の 土 蔵 の 被 害 復 旧 と 耐 震 補 強 工

事 に は 、 地 域 に お け る 歴 史 的 建 築 物 に 関 す る 専 門 的

な 知 識 や 能 力 を 備 え た 地 元 業 者 が 工 事 に 携 わ る こ と

が 必 要 で あ る と 考 え る 。 業 者 の 選 定 に つ い て 、 ど の

よ う に 考 え て い る の か と の 質 問 が あ り ま し た 。  

こ れ に 対 し 、 当 局 か ら 、 本 事 業 を 実 施 す る に 当 た り

歴 史 的 背 景 を よ く 知 る 地 元 業 者 へ の 発 注 は 望 ま し い

こ と で は あ り ま す が 、 重 要 文 化 財 に お け る 保 存 修 理

工 事 の 質 の 担 保 や 技 術 の 継 承 を 図 る 観 点 か ら 、 伝 統

技 術 が 必 要 な 工 事 に お い て は 、 国 の 選 定 保 存 技 術 保

持 者 ま た は 施 工 実 績 等 で 同 等 の 技 術 を 有 す る 技 能 者

を 職 長 と す る な ど 留 意 す る 必 要 が あ り ま す 。 そ の た

め 、 適 正 な 契 約 方 法 を 取 る と と も に 、 重 要 文 化 財 と

し て 歴 史 的 価 値 が 保 た れ る 工 事 が 行 わ れ る よ う 進 め

て ま い り た い と 考 え て お り ま す と の 答 弁 が あ り ま し

た 。  

な お 、 全 て の 案 件 に つ い て 意 見 の 表 明 は あ り ま せ ん

で し た 。  

以 上 、 総 務 文 教 分 科 会 の 分 科 会 長 報 告 と い た し ま す 。  

 

委 員 長    た だ い ま の 分 科 会 長 報 告 に 対 す る 質 疑 に 入 り ま す 。
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質 疑 は あ り ま せ ん か 。  

 

 〔 「 な し 」 と 呼 ぶ 者 あ り 〕  

 

委 員 長    質 疑 な し と 認 め ま す 。  

次 に 、 久 保 厚 生 分 科 会 長 。  

 

厚生分科会長 厚 生 分 科 会 で の 審 査 に つ き ま し て 、 御 報 告 い た し ま

す 。  

当 分 科 会 で は 、 送 付 さ れ ま し た 予 算 案 件 １ 件 、 そ の

他 の 案 件 １ 件 の 審 査 を 行 い ま し た 。  

 以 下 、 審 査 の 概 要 を 申 し 上 げ ま す 。  

報 告 第 １ ０ 号 中 、 福 祉 保 健 部 所 管 分 の 災 害 見 舞 金 等

支 給 事 業 に つ い て 申 し 上 げ ま す 。  

委 員 か ら 、 令 和 ６ 年 能 登 半 島 地 震 に よ る 住 宅 被 害 に

つ い て 、 当 初 、 一 部 損 壊 と 判 定 さ れ た が 、 再 調 査 の

結 果 、 準 半 壊 な ど に 判 定 が 変 わ っ た 場 合 、 災 害 見 舞

金 の 支 給 は ど の よ う に な る の か と の 質 問 が あ り ま し

た 。  

こ れ に 対 し 、 当 局 か ら 、 一 部 損 壊 か ら 準 半 壊 な ど に

判 定 結 果 が 変 更 と な っ た 場 合 は 、 そ の 差 額 分 を 後 日

お 支 払 い す る こ と と な り ま す と の 答 弁 が あ り ま し た 。   

な お 、 全 て の 案 件 に つ い て 意 見 の 表 明 は あ り ま せ ん

で し た 。  

以 上 、 厚 生 分 科 会 の 分 科 会 長 報 告 と い た し ま す 。  

 

委 員 長    た だ い ま の 分 科 会 長 報 告 に 対 す る 質 疑 に 入 り ま す 。

質 疑 は あ り ま せ ん か 。  

 

 〔 「 な し 」 と 呼 ぶ 者 あ り 〕  

 

委 員 長    質 疑 な し と 認 め ま す 。  

次 に 、 金 谷 経 済 環 境 分 科 会 長 。  

 

経済環境分科会長 経 済 環 境 分 科 会 で の 審 査 に つ き ま し て 、 御 報 告 い た

し ま す 。  

 当 分 科 会 で は 、 送 付 さ れ ま し た 予 算 案 件 ３ 件 の 審 査

を 行 い ま し た 。  
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 な お 、 全 て の 案 件 に つ い て 意 見 の 表 明 は あ り ま せ ん

で し た 。  

以 上 、 経 済 環 境 分 科 会 の 分 科 会 長 報 告 と い た し ま す 。  

 

委 員 長    た だ い ま の 分 科 会 長 報 告 に 対 す る 質 疑 に 入 り ま す 。

質 疑 は あ り ま せ ん か 。  

 

 〔 「 な し 」 と 呼 ぶ 者 あ り 〕  

 

委 員 長    質 疑 な し と 認 め ま す 。  

次 に 、 押 田 建 設 分 科 会 長 。  

 

建設分科会長 建 設 分 科 会 で の 審 査 に つ き ま し て 、 御 報 告 い た し ま

す 。  

 当 分 科 会 で は 、 送 付 さ れ ま し た 予 算 案 件 ３ 件 の 審 査

を 行 い ま し た 。  

な お 、 全 て の 案 件 に つ い て 意 見 の 表 明 は あ り ま せ ん

で し た 。  

以 上 、 建 設 分 科 会 の 分 科 会 長 報 告 と い た し ま す 。  

 

委 員 長    た だ い ま の 分 科 会 長 報 告 に 対 す る 質 疑 に 入 り ま す 。

質 疑 は あ り ま せ ん か 。  

 

 〔 「 な し 」 と 呼 ぶ 者 あ り 〕  

 

委 員 長    質 疑 な し と 認 め ま す 。  

 以 上 で 、 質 疑 は 終 結 い た し ま し た 。  

こ れ よ り 、 議 案 第 １ ０ ８ 号 か ら 議 案 第 １ １ ０ 号 ま で 、  

議 案 第 １ ３ ４ 号 、 報 告 第 １ ０ 号 、 以 上 ５ 件 を 一 括 し

て 採 決 い た し ま す 。  

各 案 件 は 、 原 案 の と お り 決 す る こ と に 御 異 議 あ り ま

せ ん か 。  

 

〔 「 異 議 な し 」 と 呼 ぶ 者 あ り 〕  

 

委 員 長    御 異 議 な し と 認 め ま す 。  

よ っ て 、 各 案 件 は 原 案 可 決 ・ 承 認 さ れ ま し た 。  

こ れ で 、 ６ 月 定 例 会 の 当 委 員 会 に 付 託 さ れ ま し た 、
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全 議 案 の 審 査 は 終 了 い た し ま し た 。  

委 員 各 位 に 御 相 談 申 し 上 げ ま す 。  

委 員 長 報 告 に つ い て は 、 正 ・ 副 委 員 長 に 御 一 任 願 い

た い と 思 い ま す が 、 い か が で し ょ う か 。  

 

 〔 「 異 議 な し 」 と 呼 ぶ 者 あ り 〕  

 

委 員 長    そ れ で は 、 そ の よ う に 取 り 計 ら い ま す 。  

こ れ を も っ て 、 令 和 ６ 年 ６ 月 定 例 会 の 予 算 決 算 委 員

会 を 閉 会 い た し ま す 。  
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令 和 ６ 年 ６ 月 定 例 会  

予 算 決 算 委 員 会 （ 全 体 会 ） 記 録 署 名  

 
 
 
 

委  員  長  成  田 光  雄 

 

 

 

 

署名委 員  澤 田 和  秀 

 

 

 

 

署名委 員  高 原   譲 

 


